
主
な
質
問
と
回
答

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
、
費
用
弁
償
等
に
関

　

す
る
条
例
の
改
正

常
勤
の
特
別
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

　

の
改
正

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
改
正

町
営
住
宅
管
理
条
例
の
改
正

岐
阜
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
規
約
の

　

変
更

平
成
29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）

●
人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費

●
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
対
応
業
務　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

42
万
円

●
消
防
団
小
型
ポ
ン
プ
購
入　

１
７
９
万
円

●
防
災
訓
練
用
備
品　
　
　
　
　
　

60
万
円

●
水
田
農
業
構
造
改
革
対
策
事
業　

13
万
円

●
農
業
振
興
推
進
対
策
事
業　
　
　

22
万
円

●
営
農
組
織
支
援
推
進
事
業　

３
１
５
万
円

●
県
単
土
地
改
良
事
業　
　

１
３
０
０
万
円

●
都
市
計
画
整
備
道
路
改
良
事
業　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３
５
０
０
万
円

●
工
場
等
設
置
奨
励
金　
　
　

９
６
０
万
円

（
追
加
上
程
）

道
路
改
良
工
事
の
請
負
契
約
に
つ
い
て

※
審
査
の
結
果
、
全
員
一
致
で
原
案
ど
お
り

　

承
認
し
ま
し
た
。

常
任
委
員
会
審
査
報
告

【
12
月
11
日 

午
後
１
時
30
分
か
ら
開
催
】

総
務
産
建

主

な

審

査

項

目

【
勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
】

Ｑ　

支
給
割
合
の
決
定
は
？

総
務
課
長　

平
成
28
年
度
か
ら
導
入

し
た
人
事
評
価
制
度
に
よ
る
勤
務
評

定
の
結
果
に
基
づ
い
て
支
給
割
合
を

決
定
し
て
い
ま
す
。

大江川遊水地にたまった土砂を取り除く工事説明を
県職員から聞きました（南條地内）

【
消
防
団
小
型
ポ
ン
プ
の
更
新
】

Ｑ　

更
新
理
由
は
？

総
務
課
長　

ポ
ン
プ
設
備
の
不
具
合

に
よ
り
更
新
し
ま
す
。
28
年
が
経
過

し
て
い
ま
す
。

【
一
般
職
の
給
与
改
定
】

Ｑ　

給
与
改
定
の
基
準
は
？

総
務
課
長　

一
般
職
の
場
合
、
国
に

は
人
事
院
、
都
道
府
県
や
大
き
な
市

に
は
人
事
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。
委

員
会
の
中
で
、
人
事
院
勧
告
と
同
様

に
、
民
間
企
業
の
給
与
状
況
調
査
が

行
わ
れ
、
給
与
改
定
の
実
施
が
適
正

か
否
か
答
申
が
行
わ
れ
ま
す
。
市
町

村
に
は
人
事
委
員
会
が
な
い
の
で
、

人
事
院
勧
告
に
基
づ
い
て
給
与
改
定

等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
防
災
用
備
品
】

Ｑ　

防
災
用
備
品
の
対
応
は
？

総
務
課
長　

従
来
、
各
地
区
が
防
災

用
備
品
を
整
備
す
る
際
に
、
補
助
率

３
分
の
２
、
上
限
10
万
円
補
助
で
10

年
間
ほ
ど
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、

熊
本
地
震
等
に
よ
り
、
平
成
29
年
度

か
ら
４
倍
に
増
額
し
て
、
上
限
40
万

円
補
助
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
後

も
備
蓄
食
料
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
等
の
防
災
用

備
品
の
購
入
に
つ
い
て
区
長
会
等
で

周
知
し
て
い
き
ま
す
。

ANPACHI
安八町  議会定例会

【
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
】

Ｑ　

報
酬
等
審
議
会
と
は
？

総
務
課
長　

町
長
の
諮
問
に
よ
り
、

特
別
職
（
町
長
・
副
町
長
・
教
育
長
）

の
給
料
、
議
員
報
酬
等
の
額
を
審
議

す
る
唯
一
の
機
関
で
す
。

※
12
月
１
日
開
催
の
特
別
職
報
酬
等

審
議
会
で
、
増
額
の
答
申
が
あ
り
ま

し
た
。

　

特
別
職
の
給
料
の
額
は
、
職
員
の

給
料
改
善
の
動
向
か
ら
判
断
し
、
据

え
置
き
と
し
ま
し
た
。

　

議
員
報
酬
の
額
は
、
議
員
協
議
会

の
結
果
、
町
の
財
政
状
況
が
厳
し
い

中
で
は
、
今
回
も
受
け
入
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
て
、
据
え
置
き
と

し
ま
し
た
。

【
地
震
等
発
生
時
の
下
水
処
理
】

Ｑ　

地
震
が
発
生
し
下
水
管
等
が
破

損
し
た
場
合
、
ト
イ
レ
は
使
用
可
能

で
す
か
。

建
設
課
長
兼
Ｓ
Ｉ
Ｃ
建
設
推
進
室
長

　

使
用
で
き
ま
せ
ん
。
避
難
所
等
に

お
い
て
仮
設
ト
イ
レ
で
の
使
用
と
な

り
ま
す
。
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